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2017年12月29日、香港政府は官報において、2017年度内国歳入法(改訂案)(No.7)法案(以下「法案」)1を公表し
ました。この法案は、行政長官が就任後初の2017年度施政方針演説で発表した2段階の事業所得税率制度の
実行を求めるものです。

当該制度は、2018/19査定年度より開始され、法人及び非法人事業の利益のうち最初の2百万香港ドルに対す
る税率が半分に引き下げられ(法人は16.5%から8.25%へ、非法人事業は15%から7.5%へ)、残りの利益には通常税
率で課税が行われます。

当該制度では、主に中小企業及び新興企業に恩恵が与えられることになり、所得の分散を防止するため、法案
では、一査定年度において、提案中の2段階の事業所得税率制度の下で「関連当事者 (Connected entities)」の
うちの1社のみが適用できるという制限条項が含まれています。

より良いビジネス環境の促進や外国企業及び投資等の香港へのさらなる誘致を達成するため、当該法案をどの
ように改善できるかについて見解やコメントがある場合、適切な方法によって香港政庁への提出が可能となって
います。

香港が２段階の事業所得税率制度を導入

1. 法案は以下のリンクからご覧になって下さい。
http://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20172152/es32017215230.pdf
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法案の主な条項

以下の通り、この法案では2018/19査定年度より内
国歳入法(以下「IRO」)に2段階の事業所得税率を導
入するための改正を提案しています。

納税者への二重の優遇措置はない

法案では納税者への二重の優遇措置を回避するた
め、再保険専門業、自家保険業、コーポレート・トレ
ジャリー・センター、航空機リース事業、航空機リー
ス事業マネジメント等の事業から獲得した利益に対
し、特別な50%軽減税制を選択した企業は、他の課
税対象利益に対して2段階の事業所得税率制度の
対象から除外される旨の条項を含んでいます。

更に、適格負債性金融商品から獲得した利息、収
益、あるいは利益は、既存のIRO第14号Aに基づい
て、既に50%軽減税率の対象となっています。これら
の利益は、提案中の2段階の所得税制度において
も、軽減税率の対象とならないと予想されています。

2018/19年度の予納事業所得税に対する移行規定

法案では、納税者が提案中の2段階の事業所得税
率制度に基づいて課税されると判断した場合、
2018/19年度の予納事業所得税の全額または一部
に対して留保申請を行うことができるとしています。

通常の手続では、納税者は予納税額の納付期限の
28日前まで、または予納税額の査定通知発行日か
ら14日後のいずれか遅い方の日までに、書面に
よって当該申請を行うことが必要です。

2. パートナーシップにおけるパートナー企業の場合、企業の正味持分に相当するパートナーシップの課税対象利益の閾値まで8.25%の税率が適用
されます。閾値は、当該査定年度の基準期間においてパートナーシップの利益または損失のうち2百万香港ドルに比率を掛けたものです。パート
ナーシップの課税対象利益の正味持分のうち、閾値を超える部分に対しては16.5%の税率が適用されます。

税率

課税対象利益 法人2 非法人事業2

2百万香港ドル以下の部

分

8.25% 7.5%

2百万香港ドルを超える

部分

16.5% 15%

Connected entitiesのうち、1社のみが提案中の制
度を適用できる

主に中小企業及び新興企業に恩恵を与える一方、
所得の意図的な分割を防止するため、法案には該
当する査定年度における企業の基準期間の最終日
において1社またはそれ以上を有するConnected
entitiesは、そのうち1社のみが当該査定年度におい
て2段階の事業所得税率制度を適用できる旨の制
限条項が含まれています。

以下に該当する場合、当該企業は他の企業の
Connected entitiesとなります。
(a) 一方が他方の事業体を支配している場合
(b) 両者が同一企業の支配下にある場合
(c) 一方の事業体が個人事業を行う自然人であり、
他方の事業体が同一の自然人によって行われてい
る個人事業である場合

A社が直接または間接的に1社またはそれ以上の企
業を介しているかにかかわらず、以下に該当する場
合、A社が他社(B社)を支配していることになります。

（a）A社がB社の発行済株式の50％超を所有または
支配している場合
（b）B社の株主総会における議決権の50％超を行
使または行使を支配する権利を有している場合
（c）B社の資本または利益の総額の50%超の権利を
有する場合
（d）B社が信託であり、A社が信託財産の50%超の受
益権を有しており(受託者としての立場によるものを
除く)、以下のいずれにも該当している場合

(i) 受益権を有する、または残余権を有する場合
(ii) 受益権に解除条件が付されている場合
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論評

提案中の2段階の事業所得税率制度は、外国企業
及び投資等を誘致する手段として、事業所得税率を
軽減する国際的トレンドに対して香港が呼応したも
のです。政府は、提案中の制度によって香港が好ま
しい投資先としての国際的な認知度を得ることに期
待しています。また、提案中の低税率が企業、特に
中小企業や新興企業の税負担を軽減させることに
なり、好ましいビジネス環境と経済成長の推進及び
香港の競争力を強化させることでしょう。

納税対象企業の20%が関連当事者企業であるとの
仮定の下、政府は、税収減が年間58億香港ドル、
すなわち2016/17年度に支払われた総税額の約4%
になると予測しています。 政府は、減税(法人では
年間で最大16万5000香港ドル、非法人事業では年
間で最大15万香港ドル）によって、ハードウェアまた
はソフトウェアの更新の再投資を可能とし、全般的
な事業運営の促進と効率化によって将来の政府の
追加的収入となり得るとしています。

法案は、2018年1月10日に、立法議会の第一回審
議及び第二回審議並びに討論にかけられる予定で
す。議論の焦点の一つは、法案の下で提案された
税制上の措置が、表明された目的を達成するため
に十分であるかということです。表明された目的を
達成するために法案がいかに改善できるか、見解
やコメントがある場合、貴社の税務担当者へご連絡
下さい。政府宛には私どもより適切な方法で貴社の
ご意見を伝達させていただきます。
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